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参 照 条 文

●刑事訴訟法（昭和２３年法律第１３１号）

第８８条 勾留されている被告人又はその弁護人、法定代理人、保佐人、

配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、保釈の請求をすることができ

る。

② （略）

第８９条 保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さ

なければならない。

一 被告人が死刑又は無期若しくは短期１年以上の懲役若しくは禁錮に

当たる罪を犯したものであるとき。

二 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期１０年を超える懲役若しく

は禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。

三 被告人が常習として長期３年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯し

たものであるとき。

四 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。

五 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認めら

れる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの

者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。

六 被告人の氏名又は住居が分からないとき。

第９０条 裁判所は、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅す

るおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、

経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考

慮し、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。

第９１条 勾留による拘禁が不当に長くなつたときは、裁判所は、第８８

条に規定する者の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消し、

又は保釈を許さなければならない。

② （略）

第９２条 裁判所は、保釈を許す決定又は保釈の請求を却下する決定をす

るには、検察官の意見を聴かなければならない。

② 検察官の請求による場合を除いて、勾留を取り消す決定をするときも、

前項と同様である。但し、急速を要する場合は、この限りでない。

第９３条 保釈を許す場合には、保証金額を定めなければならない。
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② 保証金額は、犯罪の性質及び情状、証拠の証明力並びに被告人の性格

及び資産を考慮して、被告人の出頭を保証するに足りる相当な金額でな

ければならない。

③ 保釈を許す場合には、被告人の住居を制限しその他適当と認める条件

を附することができる。

第９４条 保釈を許す決定は、保証金の納付があつた後でなければ、これ

を執行することができない。

② 裁判所は、保釈請求者でない者に保証金を納めることを許すことがで

きる。

③ 裁判所は、有価証券又は裁判所の適当と認める被告人以外の者の差し

出した保証書を以て保証金に代えることを許すことができる。

第９５条 裁判所は、適当と認めるときは、決定で、勾留されている被告

人を親族、保護団体その他の者に委託し、又は被告人の住居を制限して、

勾留の執行を停止することができる。

第９６条 裁判所は、左の各号の一にあたる場合には、検察官の請求によ

り、又は職権で、決定を以て保釈又は勾留の執行停止を取り消すことが

できる。

一 被告人が、召喚を受け正当な理由がなく出頭しないとき。

二 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。

三 被告人が罪証を隠滅し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理

由があるとき。

四 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認めら

れる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え若しくは加え

ようとし、又はこれらの者を畏怖させる行為をしたとき。

五 被告人が住居の制限その他裁判所の定めた条件に違反したとき。

② 保釈を取り消す場合には、裁判所は、決定で保証金の全部又は一部を

没取することができる。

③ 保釈された者が、刑の言渡を受けその判決が確定した後、執行のため

呼出を受け正当な理由がなく出頭しないとき、又は逃亡したときは、検

察官の請求により、決定で保証金の全部又は一部を没取しなければなら

ない。

第９７条 上訴の提起期間内の事件でまだ上訴の提起がないものについて、

勾留の期間を更新し、勾留を取り消し、又は保釈若しくは勾留の執行停

止をし、若しくはこれを取り消すべき場合には、原裁判所が、その決定
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をしなければならない。

② 上訴中の事件で訴訟記録が上訴裁判所に到達していないものについて

前項の決定をすべき裁判所は、裁判所の規則の定めるところによる。

③ （略）

第９８条 保釈若しくは勾留の執行停止を取り消す決定があつたとき、又

は勾留の執行停止の期間が満了したときは、検察事務官、司法警察職員

又は刑事施設職員は、検察官の指揮により、勾留状の謄本及び保釈若し

くは勾留の執行停止を取り消す決定の謄本又は期間を指定した勾留の執

行停止の決定の謄本を被告人に示してこれを刑事施設に収容しなければ

ならない。

② 前項の書面を所持しないためこれを示すことができない場合において、

急速を要するときは、同項の規定にかかわらず、検察官の指揮により、

被告人に対し保釈若しくは勾留の執行停止が取り消された旨又は勾留の

執行停止の期間が満了した旨を告げて、これを刑事施設に収容すること

ができる。ただし、その書面は、できる限り速やかにこれを示さなけれ

ばならない。

③ （略）

第２８４条 ５０万円（刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係

罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、５万円）

以下の罰金又は科料に当たる事件については、被告人は、公判期日に出

頭することを要しない。ただし、被告人は、代理人を出頭させることが

できる。

第２８５条 拘留にあたる事件の被告人は、判決の宣告をする場合には、

公判期日に出頭しなければならない。その他の場合には、裁判所は、被

告人の出頭がその権利の保護のため重要でないと認めるときは、被告人

に対し公判期日に出頭しないことを許すことができる。

② 長期３年以下の懲役若しくは禁錮又は５０万円（刑法、暴力行為等処

罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪につ

いては、当分の間、５万円）を超える罰金に当たる事件の被告人は、第

２９１条の手続をする場合及び判決の宣告をする場合には、公判期日に

出頭しなければならない。その他の場合には、前項後段の例による。

第２８６条 前三条に規定する場合の外、被告人が公判期日に出頭しない

ときは、開廷することはできない。

第２８６条の２ 被告人が出頭しなければ開廷することができない場合に
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おいて、勾留されている被告人が、公判期日に召喚を受け、正当な理由

がなく出頭を拒否し、刑事施設職員による引致を著しく困難にしたとき

は、裁判所は、被告人が出頭しないでも、その期日の公判手続を行うこ

とができる。

第３４２条 判決は、公判廷において、宣告によりこれを告知する。

第３４３条 禁錮以上の刑に処する判決の宣告があつたときは、保釈又は

勾留の執行停止は、その効力を失う。この場合には、あらたに保釈又は

勾留の執行停止の決定がないときに限り、第９８条の規定を準用する。

第３４４条 禁錮以上の刑に処する判決の宣告があつた後は、第６０条第

２項但書及び第８９条の規定は、これを適用しない。

第３４５条 無罪、免訴、刑の免除、刑の全部の執行猶予、公訴棄却（第

３３８条第四号による場合を除く 、罰金又は科料の裁判の告知があつ。）

たときは、勾留状は、その効力を失う。

第３９０条 控訴審においては、被告人は、公判期日に出頭することを要

しない。ただし、裁判所は、５０万円（刑法、暴力行為等処罰に関する

法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当

分の間、５万円）以下の罰金又は科料に当たる事件以外の事件について、

被告人の出頭がその権利の保護のため重要であると認めるときは、被告

人の出頭を命ずることができる。

第４０９条 上告審においては、公判期日に被告人を召喚することを要し

ない。

第４７１条 裁判は、この法律に特別の定のある場合を除いては、確定し

た後これを執行する。

第４７２条 裁判の執行は、その裁判をした裁判所に対応する検察庁の検

察官がこれを指揮する。但し、第７０条第１項但書の場合、第１０８条

第１項但書の場合その他その性質上裁判所又は裁判官が指揮すべき場合

は、この限りでない。

② 上訴の裁判又は上訴の取下により下級の裁判所の裁判を執行する場合

には、上訴裁判所に対応する検察庁の検察官がこれを指揮する。但し、

訴訟記録が下級の裁判所又はその裁判所に対応する検察庁に在るときは、

その裁判所に対応する検察庁の検察官が、これを指揮する。

第４８４条 死刑、懲役、禁錮又は拘留の言渡しを受けた者が拘禁されて

いないときは、検察官は、執行のためこれを呼び出さなければならない。

呼出しに応じないときは、収容状を発しなければならない。
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第４８５条 死刑、懲役、禁錮又は拘留の言渡しを受けた者が逃亡したと

き、又は逃亡するおそれがあるときは、検察官は、直ちに収容状を発し、

又は司法警察員にこれを発せしめることができる。

第４８６条 死刑、懲役、禁錮又は拘留の言渡しを受けた者の現在地が分

からないときは、検察官は、検事長にその者の刑事施設への収容を請求

することができる。

② 請求を受けた検事長は、その管内の検察官に収容状を発せしめなけれ

ばならない。

第４８７条 収容状には、刑の言渡しを受けた者の氏名、住居、年齢、刑

名、刑期その他収容に必要な事項を記載し、検察官又は司法警察員が、

これに記名押印しなければならない。

第４８８条 収容状は、勾引状と同一の効力を有する。

第４８９条 収容状の執行については、勾引状の執行に関する規定を準用

する。

第５０５条 罰金又は科料を完納することができない場合における労役場

留置の執行については、刑の執行に関する規定を準用する。

第５０７条 検察官又は裁判所若しくは裁判官は、裁判の執行に関して必

要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項

の報告を求めることができる。

●刑法（明治４０年法律第４５号）

（逃走）

第９７条 裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者が逃走したとき

は、１年以下の懲役に処する。

（加重逃走）

第９８条 前条に規定する者又は勾引状の執行を受けた者が拘禁場若しく

は拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は二人以上通

謀して、逃走したときは、３月以上５年以下の懲役に処する。


